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午後３時開会 

○事務局（稲葉 正和君）起立。 礼。 着席。 

 

◎開 会 

○議長（米井 重行君）ただ今から、令和４年第１回印西地区衛生組合議会定例会を開会いたします。 

本定例会における議員定数は５名、本日の出席議員数５名、よって、定足数に達しておりますので、令

和４年第１回印西地区衛生組合議会定例会は成立いたしました。 

 

◎開 議 

○議長（米井 重行君）直ちに、本日の会議を開きます。 

 

◎議事日程の報告 

○議長（米井 重行君）本日の議事日程は、お手元に配布したとおりであります。 

なお、本議会においては、飛沫による新型コロナウイルスの感染を防ぐため、マスク着用のまま着座に

て発言することを認めます。また発言に際しては、明瞭に発言いただきますようお願いいたします。 

では始めに、岡田管理者よりご挨拶をいただきます。 

 

◎管理者挨拶 

○管理者（岡田 正市君）はい、議長。 

○議長（米井 重行君）岡田管理者。 

○管理者（岡田 正市君）本日は、令和４年第１回印西地区衛生組合 議会定例会を招集しましたとこ

ろ、ご多忙中にもかかわらず、全議員のご出席を賜りまして、厚く御礼申し上げます。皆様におかれて

は、日頃より、環境行政に御尽力いただいておりますことに敬意を表しますとともに、当組合の事業運

営につきましても、ご理解とご協力を賜りまして、改めて感謝申し上げます。 

さて、議案の御審議に入ります前に、この場をお借りして、次期し尿処理施設建設事業に関しまして、

報告をさせていただきます。 

次期し尿処理施設建設事業につきましては、令和３年度に引き続き令和４年度から本格的に工事に着

手する運びとなり、地元振興策は、地元区が実施する集会施設等建設、栄町が実施する農業用排水路工

事、道路整備等を含め着実に事業を進めて参りたいと考えております。 

引き続き各議員の理解と御協力を得て進めて参りたいと考えておりますのでよろしくお願いいたしま

す。 

さて、本日、私から提案させていただく議案でございますが、 

議案第１号 印西地区衛生組合職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例について 

議案第２号 令和３年度印西地区衛生組合建設事業分担金の分賦割合について 

議案第３号 令和３年度印西地区衛生組合一般会計 補正予算（第２号） 

議案第４号 令和４年度印西地区衛生組合分担金の分賦割合について 

議案第５号 令和４年度印西地区衛生組合一般会計予算 

以上５件について、ご審議をいただくものでございます。 

なお、詳細につきましては、事務局より説明させますので、ご審議のうえ、ご可決下さいますようお願

い申し上げます。 
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◎諸般の報告 

○議長（米井 重行君）これより、諸般の報告をいたします。監査委員より現金出納検査結果の報告があ

りました。お手元に配布の印刷物により報告に代えます。 

 

◎会議録署名議員の指名 

○議長（米井 重行君）日程第１、会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は、印西地区衛生

組合議会会議規則第９６条の規定により、１番梶原友雄議員及び４番新井茂美議員を指名いたします。 

 

◎会期の決定 

○議長（米井 重行君）日程第２、会期の決定を議題といたします。 

お諮りいたします。本定例会の会期は、本日１日限りにしたいと思います。これにご異議ございません

か。 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

○議長（米井 重行君）異議なしと認めます。 

よって、本定例会の会期は、本日１日限りに決定いたしました。 

 

◎議案の送付 

○議長（米井 重行君）次に、管理者から議案の送付があり、これを受理いたしましたのでご報告いたし

ます。 

 

 ◎議案第１号 

○議長（米井 重行君）日程第３、議案第１号印西地区衛生組合職員の服務の宣誓に関する条例の一部を

改正する条例を議題とし、本案について提案理由の説明を求めます。 

○事務局長（尾髙 光司君）はい、議長。 

○議長（米井 重行君）尾髙事務局長。 

○事務局長（尾髙 光司君）それでは、議案第１号「印西地区衛生組合職員の服務の宣誓に関する条例の

一部を改正する条例」の提案理由及び内容について、ご説明申し上げます。 

まず、提案理由についてご説明いたします。現在、国においては行政手続における書面規制、押印、対

面規制の抜本的な見直しを進めており、併せて、地方公共団体でも積極的に、その見直しに取り組むよう

要請をしております。これらを踏まえ、当組合でも、押印の廃止等の見直しを進めており、今般、新規採

用職員の服務宣誓の際に行っている対面による宣誓書への署名及び押印を不要とする改正を行うもので

す。 

続きまして、内容についてご説明いたします。議案に添付しました、新旧対照表をご覧ください。第２

条におきまして、これまで管理者又は管理者の定める上級の公務員の面前において宣誓書に署名するこ

ととしておりましたが、これを管理者に提出することに改めるものです。また、宣誓書への押印も廃止す

ることから、宣誓書様式の「印」を削るものです。 

以上、簡単ではございますが、議案第１号の提案理由及び内容説明とさせていただきます。 

よろしくご審議の上、ご可決くださいますようお願いいたします。 

○議長（米井 重行君）説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 
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質疑ございませんか。 

 

〔「なし」の声あり〕 

 

○議長（米井 重行君）質疑なしと認めます。これにて質疑を終わります。 

これより討論を行います。討論はございませんか。 

 

〔「なし」の声あり〕 

 

○議長（米井 重行君）討論なしと認めます。これにて討論を終わります。 

これより、議案第１号を裁決いたします。 

議案第１号印西地区衛生組合職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例を原案のとおり決

定することに賛成の方は、挙手願います。 

 

〔挙手全員〕 

 

○議長（米井 重行君）挙手全員。よって、議案第１号印西地区衛生組合職員の服務の宣誓に関する条例

の一部を改正する条例は、原案のとおり可決されました。 

 

◎議案第２号及び議案第３号 

○議長（米井 重行君）日程第４、議案第２号令和３年度印西地区衛生組合建設事業費に係る分担金の分

賦割合の変更について及び日程第５、議案第３号令和３年度印西地区衛生組合一般会計補正予算（第２

号）は関連がありますので、一括議題とし、本案について提案理由の説明を求めます。 

○事務局長（尾髙 光司君）はい、議長。 

○議長（米井 重行君）尾髙事務局長。 

○事務局長（尾髙 光司君）それでは、議案第２号令和３年度「印西地区衛生組合建設事業に係る分担金

の分賦割合の変更について」の提案理由及び内容についてご説明申し上げます。 

まず、提案理由でございますが、令和３年２月５日に開催された令和３年第１回定例会において、ご可

決いただきました令和３年度分担金の分賦割合のうち、建設事業に係るものについて、算出の根拠となる

ディスポーザ汚泥の計画処理量を見直したことに伴い、変更するものでございます。 

続きまして、内容についてですが、議案第２号の表をご覧いただきたいのですが、印西市の分賦割合を

８７．０％から８６．６％に、栄町の分賦割合を１３．０％から１３．４％に変更するものです。建設事

業に係る分担金の分賦割合の算出根拠は、し尿・浄化槽汚泥及びディスポーザ汚泥処理割合となってお

り、このうち、し尿・浄化槽汚泥処理割合は、令和元年１０月１日から令和２年９月３０日までの構成市

町の処理量を基に算出しています。ディスポーザ汚泥処理割合につきましては、次期施設から受入れ、処

理することとなりますので、計画処理量である１日当たり３ｔを基準として算出いたしました。 

このディスポーザ汚泥計画処理量３ｔは、令和元年度に施設整備基本計画の見直しにおいて、ディスポ

ーザ汚泥の濃度や処理方式について再検討し、一日当たり３ｔに変更したものです。 

ディスポーザ汚泥計画処理量２ｔにつきましては、施設整備基本設計の策定において、マンションの建

設時に下水道課に提出されたディスポーザ汚泥排水処理システム設置の申請書に添付されている構造計
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算書を基に、コンサルタントが汚泥の発生量を求め算出された計画処理量になります。 

このことにより、２枚目の別紙の議案第２号補助資料の表、中央の欄にありますように、ディスポーザ

汚泥の年間の計画処理量が、１，０９５ｔから７３０ｔとなり、それに伴って、し尿・浄化槽汚泥を含め

た全体の処理量も変わり、分賦割合が変更となったものでございます。なお、あくまでも計画処理量なの

で、施設稼働後の受入実績を基に精算することについては、変わりありません。 

以上、簡単ではございますが、議案第２号の提案理由及び内容説明とさせていただきます。 

 

続いて、議案第３号、令和３年度印西地区衛生組合一般会計補正予算（第２号）について、提案理由

及び内容についてご説明申し上げます。 

補正予算書の１ページをお開きください。今回、第２号の補正は、第１条として、歳入歳出予算の補正

として、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１，８１７万３千円を減額し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ２億２，５１３万６千円とするものでございます。 

続きまして、主な内容のご説明をいたします。初めに、歳入歳出予算の補正についてですが、５ページ

をお開き下さい。最初に歳入でございますが、１款、分担金及び負担金、１項、分担金、１目、衛生費分

担金について、１，９１５万６千円を減額するものです。これは、清掃手数料などの歳入予算の増、光熱

水費の減や修繕料、薬品費及び委託料の契約の執行差額による歳出予算の減額によるものです。その内訳

は、説明欄にありますように、経常経費分で１，５５４万３千円と建設事業費分で３６１万３千円を併せ

て、１，９１５万６千円を減額するものです。 

補正後の分担金算出表は、別添の議案補助資料、別紙１から別紙４のとおりとなっております。なお、

この減額につきましては、３月中旬予定の第４期分担金の納入時に調整させていただきます。 

続きまして、２款、使用料及び手数料、１項、手数料、１目、衛生手数料について、搬入される浄化槽

汚泥の量が、当初見込みよりも増加していることから、８６万５千円を増額するものです。 

次に、５款、諸収入、２項、雑入、１目、雑入について、保険事務手数料、公務災害補償基金還付金及

び放射能賠償金などにより１１万８千円を増額するものです。 

続きまして、歳出ですが、６ページをお開き下さい。２款、総務費、１項、総務管理費、１目、一般管

理費の２節、給料から４節、共済費につきましては、人事異動に伴う人件費の減、職員手当等の時間外手

当につきましては、日常の業務、風水害等よる出勤による施設の点検などの時間外手当として１２万１千

円を増額補正するものです。 

１２節、委託料につきましては、植栽管理業務など委託費の執行差額などにより２３万２千円を減額補

正するものです。 

次に、７ページ、３款、衛生費、１項、清掃費、１目、し尿処理費について、３節、職員手当等から４

節、共済費につきましては、期末手当の支給月数の改定並びに標準報酬額が下がったことによる減、１０

節、需用費につきましては、需用費の光熱水費は、節電等による減、修繕料と薬品費は、入札差金による

減により、需用費の総額では、６５５万９千円を減額補正するものです。 

１２節、委託料につきましては、入札契約差金によるものと汚泥の減量に伴う運搬処分費の減額による

もので、新たに次期し尿処理施設建設事業に係る井戸揚水試験業務委託として、５０万円を計上しており

ます。具体的には、次期し尿処理施設で使用する地下水の汲み上げ量が増加することにより、既存井戸で

揚水量が確保できるかの試験を行うものです。 

１８節、負担金、補助及び交付金ですが、栄町が実施した生活基盤整備事業のうち、農業用排水路の地

質調査が翌年度に見送られたものと、入札契約差金により負担金を１６１万３千円減額補正するもので

す。 
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８ページ以降は、給与費明細書になります。 

以上、令和３年度印西地区衛生組合一般会計補正予算（第２号）の説明とさせていただきます。 

よろしくご審議のうえ、ご可決下さいますようお願い申し上げます。 

○議長（米井 重行君）説明が終わりましたので、これより質疑を行います。質疑は一括で行います。な

お、議案第３号令和３年度印西地区衛生組合一般会計補正予算（第２号）についての質疑は、２ページの

第１表歳入歳出予算補正から、７ページの歳入歳出補正予算事項別明細書にかけて、質疑を行います。質

疑の際は、議案名とページ数を述べてからお願いします。 

質疑はございませんか。 

 

〔「なし」の声あり〕 

 

○議長（米井 重行君）質疑なしと認めます。これにて質疑を終わります。 

これより討論を行います。討論は、議案ごとに行います。始めに、議案第２号令和３年度印西地区衛生

組合建設事業費に係る分担金の分賦割合の変更についての討論を行います。 

討論ございませんか。 

 

〔「なし」の声あり〕 

 

○議長（米井 重行君）討論なしと認めます。これにて討論を終わります。 

これより、議案第２号を採決いたします。議案第２号令和３年度印西地区衛生組合建設事業費に係る分

担金の分賦割合の変更についてを、原案のとおり決定することに賛成の方は、挙手を願います。 

 

〔挙手全員〕 

 

○議長（米井 重行君）挙手全員。よって、議案第２号令和３年度印西地区衛生組合建設事業費に係る分

担金の分賦割合の変更については、原案のとおり可決されました。 

 

○議長（米井 重行君）次に、議案第３号令和３年度印西地区衛生組合一般会計補正予算（第２号）の討

論を行います。 

討論ございませんか。 

 

〔「なし」の声あり〕 

 

○議長（米井 重行君）討論なしと認めます。これにて討論を終わります。 

これより、議案第３号を採決いたします。議案第３号令和３年度印西地区衛生組合一般会計補正予算

（第２号）を、原案のとおり決定することに賛成の方は、挙手を願います。 

 

〔挙手全員〕 
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○議長（米井 重行君）挙手全員。よって、議案第３号令和３年度印西地区衛生組合一般会計補正予算（第

２号）は、原案のとおり可決されました。 

 

◎議案第４号及び議案第５号 

○議長（米井 重行君）日程第６、議案第４号令和４年度印西地区衛生組合分担金の分賦割合について及

び日程第７、議案第５号令和４年度印西地区衛生組合一般会計予算は関連がありますので、一括議題と

し、本案について提案理由の説明を求めます。 

○事務局長（尾髙 光司君）はい、議長。 

○議長（米井 重行君）尾髙事務局長。 

○事務局長（尾髙 光司君）それでは、議案第４号令和４年度、印西地区衛生組合分担金の分賦割合につ

いてご説明申し上げます。 

分賦割合につきましては、建設事業費に係るものとそれ以外、いわゆる経常経費に係るものの２種類が

ございます。さらに、経常経費の分賦割合につきましては、人口割合と処理割合に分かれます。 

人口割合は、令和３年１０月１日現在の構成市町の総人口から下水道人口を除外した処理人口の割合

を、処理割合は、令和２年１０月１日から令和３年９月３０日までの構成市町のし尿・浄化槽汚泥の処理

量の割合を基準として算出しておりまして、お手元の議案にありますように、人口割合について、印西市

８５．９％、栄町１４．１％、処理割合について、印西市８５．７％、栄町１４．３％となります。 

建設事業費分の分賦割合につきましては、し尿・浄化槽汚泥及びディスポーザ汚泥の処理量の割合を基

準としております。このうち、し尿・浄化槽汚泥処理割合は、経常経費分と同じく、令和２年１０月１日

から令和３年９月３０日までの構成市町の処理量を、ディスポーザ汚泥処理割合につきましては、次期施

設から受入れ、処理することとなりますので、計画処理量である１日当たり２tを基準として、算出して

おりまして、お手元の議案にありますように、印西市８６．６％、栄町１３．４％となります。 

以上、議案第４号、令和４年度印西地区衛生組合分担金の分賦割合についての説明といたします。 

 

次に、議案第５号、令和４年度、「印西地区衛生組合一般会計予算」について、ご説明申し上げます。 

それでは、予算書の１ページをお開きください。令和４年度、印西地区衛生組合一般会計予算として、

第１条では、歳入歳出予算の総額を５億７，９７８万９千円とし、第２条は、地方自治法第２１２条第１

項の規定による継続費の経費の総額及び年割額の内容を４ページにあります「第２表 継続費」により示

すというものでございます。 

次期し尿処理施設建設事業の内容ですが、施工監理等業務委託、旧し尿処理施設解体工事並びに汚泥再

生処理センター建設工事の３件となり、事業期間の４年間で、総額２３億２，１１８万８千円となりま

す。 

第３条は、地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の内容を４ページに

あります「第３表地方債」により示すというものでございます。 

地方債の内容ですが、施工監理等業務委託、旧し尿処理施設解体工事の起債対象事業費、総額の７５％

の借り入れ限度額１億２，１００万円で設定いたしました。 

続きまして、予算の内容について、歳入歳出予算、事項別明細書によりご説明いたします。 

では、歳入からご説明いたします。 ６ページから７ページをご覧ください。 

１款、分担金及び負担金、１項、分担金、１目、衛生費分担金ですが、令和４年度、印西地区衛生組合

分担金は、令和４年度予算の歳出総額から清掃手数料、繰越金等を控除した４億４，１９１万７千円で、
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その内訳は、説明欄にありますように、経常経費分が１億５，３６５万１千円、建設事業費分が２億８，

８２６万６千円となっており、分担金総額では、前年度より２億２，３１９万６千円の増額となっており

ます。これは、経常経費分としては、人件費等、修繕料及び委託費の増により、補助資料、別紙２のとお

り、分担金総額の比較 ７５４万円の増額となっております。 

建設事業費分として、次期し尿施設建設事業に係る施工監理等業務委託、旧し尿処理施設解体工事及び

地元振興策の実施により、補助資料、別紙４のとおり、分担金総額の比較２億１，５６５万６千円の増額

となったことによるものです。構成市町ごとの分担金額は、分担金の額に議案第４号でご説明させていた

だきました分賦割合を乗じ算出することとなります。 

まず、経常経費に係る分担金について、ご説明いたします。議案補助資料、別紙１をご覧ください。 

表の下に記載がありますように、経常経費に係る分担金については、人口割合費と処理割合費に分かれ

ておりまして、その比率は、直近の令和２年度、決算における議会費、総務費、公債費の合計額を管理費

とし、衛生費を処理費として、それぞれ決算額に対する比率を定め、その割合を令和４年度の経常経費に

係る分担金総額１億５，３６５万１千円に乗じ、人口割合費と処理割合費を算出したうえで、それぞれに

構成市町の分賦割合を乗じることとなります。 

令和４年度における人口割合費と処理割合費の比率は、人口割合費２４．６％、処理割合費７５．４％

となりますので、経常的経費分の分担金のうち、人口割合費は３，７７９万８千円、処理割合費は１億１，

５８５万３千円となります。 

これに、構成市町の人口割合費及び処理割合費に係る分賦割合を乗じ、人口割合費は、印西市 

３，２４６万８千円、栄町 ５３３万円、処理割合費は、印西市９，９２８万６千円、栄町１，６５６万

７千円となり、構成市町の経常的経費分の分担金は、印西市１億３，１７５万４千円、割合８５．７％、

栄町２，１８９万７千円、割合１４．３％となります。 

次に、建設事業費に係る分担金について、議案補助資料、別紙３をご覧ください。建設事業費に係る分

担金２億８，８２６万６千円に構成市町の分賦割合を乗じ、印西市２億４，９６３万８千円、割合８６．

６％、栄町３，８６２万８千円、割合１３．４％となります。 

その結果、分担金総額としては、議案補助資料、別紙６になります。合計欄のとおり、印西市 ３億８，

１３９万２千円、割合８６．３％、栄町６，０５２万５千円、割合１３．７％となるものでございます。 

また、予算書 6 ページに戻っていただきまして、２款、使用料及び手数料ですが、本年度、予算額は

１，５８４万円で、前年度より１６万５千円の増額となっております。 

これは、平成２９年度から令和２年度のし尿及び浄化槽汚泥の搬入実績や令和３年度の搬入見込み量

が増加傾向であることから、平成２９年度から今年度、実績見込みの平均により搬入量を見込み、算出し

たものです。 

３款、財産収入ですが、施設整備事業基金の定期預金利子の運用益として、１千円を計上しております。 

４款、繰越金ですが、前年度と同額の１００万円を計上しております。 

５款、諸収入１項、組合預金利子ですが、定期預金利子の運用益として、１千円を計上しております。 

２項、雑入ですが、保険事務手数料などの雑入で、３万円を計上しております。 

６款、組合債ですが、次期し尿処理施設建設事業債の１億２，１００万円は、次期し尿処理施設建設事

業に伴う地方債でございます。 

次に、５ページに戻りまして、上段をご覧ください。歳入総額、５億７，９７８万９千円、前年度より

３億４，４３６万８千円の増額となっております。 

次に、歳出についてご説明いたします。８ページと９ページをお開きください。併せて補助資料、別紙

７の歳出をご覧ください。 
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１款、議会費ですが、本年度、予算額２５万５千円で、議員報酬として、前年度と同額を計上しており

ます。 

次に、２款、総務費、１項、総務管理費、１目、一般管理費ですが、４，５０３万７千円を計上し、前

年度より１３８万５千円の増額となっております。主な内容ですが、１節、報酬から４節、共済費までを

合わせた人件費で、３，７６６万円を計上しています。昇給に伴う増があり、前年度より２８万４千円の

増額となっています。 

７節、報償費では、報償金として、３万３千円を計上、これは、前年度と同額を計上しております。 

８節、旅費については、県庁などへの出張旅費として、１万３千円を計上しております。前年度より８

千円の増額となっております。 

９節、交際費については、組合関係者に係る慶弔費として、前年度同額の３万円を計上しております。 

１０節、需用費では、１２５万８千円を計上し、前年度より５２万９千円の増額となっております。 

増額の理由としては、消耗品費での書籍購入、蛍光灯、来客用のスリッパ、建設工事視察用のヘルメッ

トの購入による増、修繕料で、エアコン室外機の基盤の交換修繕料などによるものです。 

１１節、役務費では、６５万７千円を計上し、手数料として、廃棄文書、蛍光灯処分費並びに起債の借

入申請に利用する電子証明書用ＩＣカード手数料等により前年度より２万７千円の増額となっておりま

す。 

１２節、委託料では、３９２万２千円を計上しております。委託料については、職員定期、健康診断業

務委託、例規データベース導入業務委託、例規データ更新業務委託並びに隔年で行うトラックスケール代

行検査及び点検業務委託などの新規計上分で、３８万４千円の増額となっております。 

１３節、使用料及び賃借料では、１３６万２千円を計上し、財務会計システム端末機器借り上げ料、新

規の例規データベースシステム使用料、併せて５７万２千円の増、１０ページをお開きください。パソコ

ン及び周辺機器借り上げ料と自動車の借り上げ料で２４万３千円の減となり、前年度より３２万９千円

の増額となっています。 

１７節、備品購入費では、７万円を計上し、新型コロナウイルス感染症対策備品で固定式非接触赤外線

検温器、会議室用備品でＩＣレコーダ、運搬作業用備品で台車の購入並びに財政融資資金事務オンライン

システム用備品でＩＣカードリーダの購入に要する費用でございます。 

前年度と比較して、新型コロナウイルス感染症対策備品の購入に要する費用が減となり１７万１千円

の減額となっています。 

１８節、負担金、補助及び交付金では、各種負担金として３万２千円を計上しておりますが、千葉県環

境衛生促進協議会、負担金の減により、前年度より５千円の減額となっております。 

２款、２項、１目、監査委員費ですが、監査委員報酬として前年度と同額の６万６千円を計上しており

ます。 

次に、１１ページをご覧いただきたいと思います。３款、衛生費、１項、清掃費、１目、し尿処理費で

すが、５億３，０５３万７千円を計上し、前年度より３億４，２９８万３千円の増額となっております。 

本年度の財源内訳ですが、特定財源として、地方債１億２，１００万円、その他、処理手数料、財産収

入合わせて１，５８４万１千円、一般財源で３億９，３６９万６千円となっております。主な内容ですが、

２節、給料から４節、共済費までを合わせました人件費で１，６９５万１千円を計上しておりまして、主

に昇給、時間外手当の増により、前年度より ２５万４千円の増額となっております。 

１０節、需用費では、５，６８４万３千円を計上し、前年度より３２６万３千円の増額となっておりま

す。 

需用費全体の内容としましては、消耗品費で、７千円の減額、修繕料で、施設機器整備において、前年
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度と比較して大型機械の整備が多いことから３８０万９千円の増額となりましたが、光熱水費の電気料

で、化石燃料の上昇に伴う燃料調整額の上昇は見られますが、令和４年度も引き続き単年度割引が適用さ

れることなどから、２８万円の減額、薬品費につきましても機械の適切な運転管理にて、薬品の使用量を

抑えることにより２５万９千円の減額となっております。 

次に、１２節、委託料では、６，１９２万円を計上し、前年度より６３８万３千円の増額となっており

ます。その内容としましては、経常経費に係るものと、次期施設建設事業に係るものに分けることができ

ます。議案補助資料 別紙７、２枚目、衛生費、委託料をご覧ください。A3 資料のカラー版のちょうど

真ん中です。 

まず、経常経費に係るものについては、４，７２７万７千円を計上し、前年度より２６３万円の増額と

なっております。増額理由ですが、清掃対象となる水槽の増により、受入槽等沈砂清掃・運搬・処分業務

委託で２７９万９千円の増額となり、中央監視システム及び計装機器保守管理業務委託の前年度入札に

より、１６万９千円の減額の差し引きにより、前年度より２６３万円の増額となっております。 

次に、次期施設建設事業に係るものとして、新規事業である次期し尿処理施設建設事業に伴う施工監理

等業務委託１年目として、１，４６４万３千円の計上がありますが、前年度計上した継続事業２年目の汚

泥再生処理センター施設基本設計策定及び建設工事発注支援等業務委託と旧し尿処理施設解体工事発注

仕様書等作成業務を合わせた１，０８９万円の差し引きから、次期施設建設事業に係る委託料としては、

３７５万３千円の増額となっております。 

また、予算書１２ページをお開きください。１３節、使用料及び賃借料で、１万４千円計上しておりま

すが、汚泥等の処分先の現地確認の際の高速道路使用料で、前年度同額でございます。 

１４節、工事請負費 旧し尿処理施設解体工事２億６，８２９万４千円を新規に予算計上しておりま

す。この旧し尿処理施設解体工事ですが、平成３年度に、旧し尿処理施設を解体する際、地盤面より上部

の建屋は解体しておりますが、地盤面より下部の水槽等の埋設物は撤去しておりません。この残置されて

おります水槽等の地中埋設物の解体撤去を行うものでございます。 

１７節、備品購入費ですが、現在、使用している汚泥の含水率を測定する機器のスイッチ部分の劣化に

より不具合が生じているため、新たに水分測定器を購入する費用として１７万７千円を計上するもので

す。 

１８節、負担金、補助及び交付金ですが、１億２，６３３万７千円を計上し、前年度より６，４６１万

２千円の増額となっておりますが、その増額の要因は、次期し尿処理建設事業に係る地元振興策負担金１

億２，６３２万９千円の計上によるものです。 

地元振興策負担金の内訳ですが、栄町に委託して実施する生活基盤事業の農業用排水路、道路拡張、舗

装打ち替え工事及び防犯灯設置で５，４４６万６千円、地元区が行う環境整備事業の集会施設整備等で

７，１８６万３千円となっております。 

２４節、積立金は、施設整備事業基金の定期預金利子の運用益として１千円を計上しております。 

４款、公債費ですが、平成２６年度、トラックスケール設置の際に借り入れた起債の元利償還金として、

１３９万４千円を計上しております。 

５款、予備費でございますが、前年度と同額の２５０万円を計上しております。 

５ページに戻りまして、以上により、歳出、総額は、５億７，９７８万９千円、前年度より３億４，４

３６万８千円の増額でございます。 

１３ページ以降につきましては、給与費明細書並びに継続費、債務負担行為及び地方債に関する調書で

ございます。 

以上で、令和４年度、印西地区衛生組合一般会計予算の説明といたします。 
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よろしくご審議のうえ、ご可決下さいますようお願い申し上げます。 

○議長（米井 重行君）説明が終わりましたので、これより質疑を行います。質疑は一括で行います。な

お、議案第５号令和４年度印西地区衛生組合一般会計予算の質疑は、２ページの第１表歳入歳出予算か

ら、１２ページの歳入歳出予算事項別明細書にかけて行います。質疑の際は、議案名とページ数を述べて

からお願いします。 

 質疑はございませんか。 

 

〔「なし」の声あり〕 

 

○議長（米井 重行君）質疑なしと認めます。これにて質疑を終わります。 

これより討論を行います。討論は、議案ごとに行います。始めに、議案第４号令和４年度印西地区衛生

組合分担金の分賦割合についての討論を行います。 

討論ございませんか。 

 

〔「なし」の声あり〕 

 

○議長（米井 重行君）討論なしと認めます。これにて討論を終わります。 

これより、議案第４号を採決いたします。議案第４号令和４年度印西地区衛生組合分担金の分賦割合に

ついてを、原案のとおり決定することに賛成の方は、挙手を願います。 

 

〔挙手全員〕 

 

○議長（米井 重行君）挙手全員。よって、議案第４号令和４年度印西地区衛生組合分担金の分賦割合に

ついては、原案のとおり可決されました。 

 

○議長（米井 重行君）次に、議案第５号令和４年度印西地区衛生組合一般会計予算の討論を行います。 

討論ございませんか。 

 

〔「なし」の声あり〕 

 

○議長（米井 重行君）討論なしと認めます。これにて討論を終わります。 

これより、議案第５号を採決いたします。議案第５号令和４年度印西地区衛生組合一般会計予算を、原

案のとおり決定することに賛成の方は、挙手を願います。 

  

〔挙手全員〕 

 

○議長（米井 重行君）挙手全員。よって、議案第５号令和４年度印西地区衛生組合一般会計予算は、原

案のとおり可決されました。 

○議長（米井 重行君）ここで、暫時休憩といたします。 
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〔休 憩〕 

 

○議長（米井 重行君）再開します。 

 

◎一般質問 

○議長（米井 重行君）日程第８、一般質問を行います。 

通告により、２番、玉木実議員の質問を許します。なお質問は、全項目一括でお願いします。 

○２番（玉木 実君）はい、議長。 

○議長（米井 重行君）２番、玉木実議員。 

○２番（玉木 実君）一括で質問しますけど、２点質問いたします。 

まず、廃棄物処理施設の整備の目的は、これまでは、生活環境の保全及び公衆衛生の向上でしたが、平

成１２年に循環型社会形成推進基本法、いわゆる循環基本法が制定された後は、循環型社会の形成を推進

することに重点が置かれています。現在、印西地区衛生組合が進めている次期し尿処理施設建設事業も、

この循環基本法に基づいて行われていることと思います。 

また、２０１５年に国連で採択された持続可能な開発目標、いわゆるＳＤＧｓについては、経済、社会

及び環境という、この三つの側面において、バランスがとれ、統合された形で、これを達成するとされて

います。世界的なこの考え方も考慮しつつ、廃棄物処理施設の整備及び関連する施策の充実を図っていく

ことが重要であると考えます。 

近年は、人口減少等の社会構造の変化が著しく、廃棄物処理施設においても、持続可能な適正処理の確

保に向けた、安定的・効率的な施設整備及び運営への取組みが広く求められていると考えております。こ

のことは、建設を進めている次期処理施設だけでなく、現在稼働中の現施設も同様と考えられておりま

す。 

そこで、以下２点についてお伺います。一点目、現施設における取組みについて、でございます。 

次期処理施設が稼働するまで、現施設での適正処理が求められます。現施設におけるこれまでの適正処

理の推進や環境負荷への軽減の取組み、そして次期処理施設稼働までの間の今後の取組みについて、お伺

いします。 

二点目は、次期処理施設での取組みについて、お伺いします。 

次期処理施設では、現施設以上に環境負荷への軽減や循環型社会の形成に資する運営が求められると

考えております。次期処理施設建設や、稼働後の運営で予定されておる取組みについて、お伺いします。 

以上、二点について質問いたします。 

○事務局長（尾髙 光司君）はい、議長。 

○議長（米井 重行君）尾髙事務局長。 

○事務局長（尾髙 光司君）それでは、通告に従いましてご説明させて頂きます。 

始めの１点目のご質問の現施設における取組みについて、お答えします。当組合施設は、平成４年７月

に供用開始し、構成市町のし尿及び浄化槽汚泥を適正に受入処理を行っております。 

一つとして、適正な受け入れ処理を実施するため、各収集業者に搬入予定表の提出依頼を行い提出され

た搬入量を基に処理計画を立て適正な受入処理を行っております。 

二つとして、突発的な機器の故障を抑えるため、１０ヵ年計画の修繕計画を策定し、適宜状況を判断の

上、適切に機器の整備を実施しております。 
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三つとして、地球温暖化防止に関して、二酸化炭素の温室効果ガスの削減をするため、印西地区衛生組

合地球温暖化防止実行計画を平成１７年度に策定しました。この計画に基づき平成１８年２月をもって

焼却炉設備を停止し、二酸化炭素の温室ガスの削減を実施しました。 

また、焼却していた汚泥については、焼却灰を堆肥にしておりましたが、平成１８年３月以降は、国の

進める循環型社会形成推進基本計画に基づき、再資源化を進める上で、民間のゴミ焼却施設の余熱を利用

し、汚泥を乾燥させ肥料化しております。 

引き続き、新施設稼働までの期間継続していきたと考えております。 

 

続きまして、２点目のご質問の次期し尿処理施設における取組みについて、お答えします。 

次期し尿処理施設は、国の進める循環型社会構築に向けた種々の取り組みが示されており、当組合でし

尿、浄化槽汚泥以外に有機性廃棄物を資源として有効利用することが可能な施設である汚泥再生処理セ

ンターの整備を進めており、大きな柱として、４つの取組みを実施いたします。 

一つとして、国が進めている汚水の広域化・共同化に向けた一環で隣接する栄町終末処理場を利用する

ことにより、施設のコンパクト化を図り建設費や維持管理費を抑えます。 

二つとして、受入れたし尿及び浄化槽汚泥等の受入処理時並びに汚泥の搬出時に発生する臭気対策も

地元区からの強い要望を叶えるため高性能の脱臭設備を設置し、臭気対策にも万全を期します。 

三つとして、受け入れた汚泥の処理方法は、国の進める循環型社会構築に向けた処理方法を選択し、当

組合としては、最も有効利用の出来る助燃剤を選択しました。 

四つとして、施設建設時に当たって、導入する機器は、省電力機器類の導入、例えば、ポンプ類の駆動

用モータのインバータ制御や照明機器のＬＥＤ化を採用する予定であります。 

以上、答弁といたします。 

○議長（米井 重行君）事務局の答弁が終わりました。再質問を許します。なお、再質問は、一問一答方

式で行います。 

○２番（玉木 実君）はい、議長。 

○議長（米井 重行君）２番、玉木実議員。 

○２番（玉木 実君）それでは、再質問を１問いたします。 

令和２年度国が掲げた２０５０年カーボンニュートラル宣言において、脱炭素社会の実現について隣

の茨城県では水戸市を始め１５市５町がこのゼロカーボンシティー表明をしております。この中で特に

北茨城市ここは、この産廃の最終処理のこの衛生組合の処理物を搬入しているところでございますが、２

０２０年７月２８日において、廃棄物と環境を考えるという協議会が発足し、この北茨城市においてもゼ

ロカーボンシティーを表明しております。令和４年１月３１日現在、このゼロカーボンシティーは全国の

８８％が表明おる現在の中で、印西市、栄町は共にゼロカーボンシティー表明はされておりません。関連

のある北茨城市に向かいこれからのこの施設また次期処理施設の問題について、このゼロカーボンシテ

ィーの方向性、また環境負荷についてお伺いいたします。 

○事務局長（尾髙 光司君）はい、議長。 

○議長（米井 重行君）尾髙事務局長。 

○事務局長（尾髙 光司君） 

当組合は、茨城県北茨城市にある廃棄物処理事業者である新和企業有限会社に、処理水槽の清掃で除去

した沈殿物沈砂と呼んでいます。これを埋め立て処分する業務を委託しています。 
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同社は、廃棄物処理業業者として、最終処分場をはじめ各処理施設については、茨城県から法定許可を

得ており、また、その他必要な業務についても法定許可を得ています。例えば、千葉県から一般廃棄物収

取運搬業の許可。これらの許可については、同社から許可証の写しの提出を受けており、書類上での許可

の確認を行っております。 

なお、年１回、職員が、現地に赴いての実地の施設の確認も行っており、同社の施設が適正に運転管理

されていることを確認しております。ただし、現在は、新型コロナウイルスル感染症のため、実地の確認

は控えているところです。 

また、同社は、平成１９年に、環境マネジメントシステム、いわゆるＩＳＯ１４００１の認証を受け、

現在も、これを継続しております。さらに、施設の効率的な運転はもとより、低公害車を積極的に導入す

ること等により、二酸化炭素排出の削減をはじめ、環境負荷軽減への取組みを行っているものと認識して

おります。 

以上、答弁とさせて頂きます。 

○議長（米井 重行君）これにて、２番、玉木実議員の一般質問を終了します。 

これで、一般質問を終了します。 

 

◎閉 会 

○議長（米井 重行君）以上で、本日の日程は全て終了いたしました。 

本日の会議を閉じます。これをもって、令和４年第１回印西地区衛生組合議会定例会を閉会いたしま

す。なお、執行部におかれましては、本日の議決結果を速やかに執行されますようお願いいたします。 

それでは皆様、大変お疲れ様でした。 

 

○事務局（稲葉 正和君）起立。 礼。 

午後４時５分閉会 

 

 

 上記会議録を証するため、下記署名いたします。 

 

 

令和４年２月１７日 

 

議  長  米井 重行 

 

 

署名議員  梶原 友雄 

 

 

署名議員  新井 茂美 

 


